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ためらわず気がねなく相談を
名古屋市のＨＰにも掲載されている「生活保護のご

案内」が刷新されました。「生活保護の申請は国民の

権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにも

あるものですので、ためらわずにご相談ください」と

案内しています。

代表質問で改善を要求
これまでの「生活保護のご案内」では、「生活保護

を受けるにあたっては決まりがあります」として、資

産の処分や扶養義務者からの援助などが列記さ

れていました。田口一登議員が2021年２月議会

の代表質問で、「生活保護の申請をためらうこ

とのないよう、『生活保護のご案内』の記述を

改め、生活保護の申請は国民の権利であること

を積極的に広報するべき」と質問。市健康福祉

局長は「改定作業に着手している」と答弁して

いました。

樹林型を含む合葬式墓地を整備
日本共産党の質問が具体化

「生活保護の申請は国民の権利」

２０２３年供用開始の新整備計画
１２月２２日の土木交通委員会で「みどりが丘公園

の新たな墓地事業計画（案）」の説明があり、みどり

が丘公園の従来型墓地の区画数を減らし、樹林型の合

葬式墓地などを導入することが明らかになりました。

近年の社会情勢を踏まえると当初計画の47,000区画

は過大であり27,500区画に変更し、２か所の合葬式墓

地を導入し一部を樹林型合葬墓地にし、駐車場やトイ

レも整備します。墓地部分は40.7㏊から22.9㏊に減ら

し、公園部分を17.9㏊から35.7㏊に拡大します。

合葬式墓地には今後10年間で10,000体～12,000体の

埋蔵が予定され、使用料は共同埋蔵で12～13万円、個

別埋蔵で20～21万円を想定。割増使用料で市外の方へ

の貸付も行い、2023年度に募集・供用開始の予定です。

2016年からの要望がみのる
樹木葬については、日本共産党の藤井ひろき前議員

が2016年10月の土木交通委員

会や2017年２月の本会議で取

り上げ、市が行ったアンケー

トや他都市の樹林型墓地など

の調査を踏まえて、時代の変

化に合わせた樹木葬などの合

葬式墓地の整備をするよう求

めてきたものです。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保

護を必要とする可能性はどなたにもあるも

のですので、ためらわずにご相談ください。
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生活保護は、国が憲

法第25 条の理念に基づ

いて、生活に困ってい

る全ての人たちに、

その困っている状況と

程度に応じて、健康で

文化的な最低限度の生

活を保障すると

ともに、自立した生活

が送れるよう、必要な

支援をすることを目的

としています。

名古屋市が「案内」改定

資産の一部については、その

用途によっては保有が認めら

れることがあります。また、

扶養義務者からの援助は可能

な範囲で行うものであり、援

助ができる親族がいることに

よって保護が受けられないと

いうことではありません。

（二頁では）

みどりが丘公園
の墓地

合葬式墓地の埋蔵数と埋蔵方法

区分 埋蔵数 埋蔵方法 想定使用料

共同埋蔵 8,000体
多くの遺骨を大型のカロート
に一緒に埋蔵

12～13万円

個別埋蔵
2,000体
～4,000体

遺骨を個別に小型カロートに
埋蔵し、20年後に管理者が大
型のカロートに埋蔵

20～21万円

※使用料は申込時１回限り。管理料は不要


